
③ 養育費確保、④経済的支援
養育費等の取決め・履行は十分に進まず。
児童扶養手当の公的年金との併給制限
の見直しや、母子福祉資金貸付の父子家
庭への対象拡大が検討課題。

② 子育て・生活支援、子どもへの支援
就業・訓練と子育てとの両立が困難。
子どもへの影響（貧困の連鎖など）も懸念。

各家庭の課題を把握・整理し、適切な支援
メニューにつなげる相談支援体制が不十分。

地域により支援メニューに、ばらつきあり。

支援施策が知られず、利用が低調。

経済的に厳しい父子家庭も存在。

① 就業支援
非正規雇用の者が多く、稼働所得が低い。
就業を希望しても就職できない者も多数。
就業・転職には資格取得が有効。
他方で、訓練と子育てとの両立が困難。

※ 【 】内の「予」は平成26年度予算案で確保したもの、「税」は平成26年度税制改正が認められたもの、「法」は法律改正事項となるもの。

≪養育費確保支援を推進、経済的支援の機能を強化≫

○ 養育費、面会交流に関する周知啓発、連携した相談体制【予】
○ 児童扶養手当の公的年金との差額支給【予・法】
○ 母子福祉資金貸付の父子家庭への対象拡大【予・法】

≪安定した雇用による就労自立を実現≫

○ ワンストップの相談窓口による関係機関と連携した就業支援【予】
○ 就業支援関連事業等 （就業支援講習会、相談関係職員の研修、
自立支援プログラム策定等の拡充）の充実強化【予】

○ 資格取得のための給付金の非課税化【税・法】

≪就業等と子育ての両立及び子どもの健全育成を実現≫

○ 就職活動等の際の保育サービス（日常生活支援事業）の拡充等
【予・法】

○ 児童訪問援助員の派遣、学習支援ボランティア事業の拡充【予・法】

≪支援を必要とする家庭に必要な支援が届くよう相談支援体制を構築≫

○ 支援メニューを組み合わせて総合的・包括的な支援を行うワンストッ
プの相談窓口の構築【予】

○ 支援施策の広報啓発活動の強化【予・法】
○ ニーズを踏まえた自治体での支援メニューの計画的整備【予・法】
○ 父子家庭への支援の推進、施策の周知徹底【予・法】
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Ⅱ．支援メニューの充実

Ⅰ．相談支援体制の構築支援施策全体の現状と課題

個別の支援分野の現状と課題

ひとり親家庭への支援施策の見直しの全体像について

「中間まとめ」で指摘された現状と課題 具体的な対応
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